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令和２年 第１回 三朝町教育委員会 臨時会 議事録 

 

開 会 日 令和２年３月１２日（木曜日） 

開 催 場 所 三朝町役場 第３会議室 

出 席 者 西田寛司教育長 

芦田準子委員、大丸満壽委員、塩谷俊樹委員、石田仁樹委員 

欠 席 者 なし 

説明等の出席者 藤井教育総務課長、小谷指導主事、角田教育総務課長補佐 

報 告 事 項 特になし 

議 事 議案第５号 令和元年度末三朝町学校職員人事異動内申について【承認】 

協 議 事 項 新型コロナウイルス感染症にかかる対応について 

そ の 他 特になし 

 

会 議 の 内 容 

１ 開  会 午後１時 30分 

教育長 定刻になりましたので、令和２年第１回臨時会を開会します。 

  

２ 前回議事録 

の承認 

前回の議事録の承認ですが、芦田委員、大丸委員に確認いただき署名をい

ただいております。 

  

３ 議事録署名委員 

の指名 

本日の議事録署名委員は大丸委員、塩谷委員を指名いたします。 

  

４ 報告事項   

 教育長 後ほど新型コロナウイルス感染予防対策のお話はいたしますが、私からは

特に報告はなしとさせていただき、議事に入りたいと思います。 

  

５ 議事 議案第５号 令和元年度末三朝町学校職員人事異動内申について 

教育長 議案第５号 令和元年度末三朝町学校職員人事異動内申について、事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局 資料１ページ目と別冊資料をご覧ください。こちらについては、令和２年

度の教職員の人事異動内申ということで、教育委員さんのご意見をいただく

ものでございます。なお、人事案件につき、非公開とさせていただきます。 

  （資料に基づき説明） 

   人事異動の記者発表につきましては、３月 23日の月曜日、午前 10時の予

定とされていますのでよろしくお願いいたします。。 

 教育長  先ほどの説明ですが、県教委からの連絡事項がございまして、そのような

スケジュールで進むということでご確認いただきたいと思います。こちらに

ついては、この後の校長会でも報告いたします。 

本議案について何かご意見がありましたらお伺いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 各教育委員 （意見等なし） 

 教育長  それでは、議案第５号 令和元年度末三朝町学校職員人事異動内申につい

てご承認いただけますでしょうか。 
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 各教育委員 各委員異議なし・・・（承認） 

 教育長  それでは、こちらを校長会に内示として報告させていただきます。  

  

６ 協議事項 新型コロナウイルス感染症にかかる対応について 

 教育長 続いて、協議事項に移ります。新型コロナウイルス感染症にかかる対応に

ついて事務局よりお願いします。 

 事務局  資料２ページ目からお願いします。２～４ページについては、既に教育委

員の皆さまに報告させていただいております。 

 （資料に基づき説明） 

 教育長  加えて、私から一部重複している内容もありますが、県下の市町村教育委

員会の対応状況について一覧にまとめましたので、お配りしたいと思います。 

  なお、今の説明を補足しますと、卒業式については、小中学校とも規模を

縮小して卒業生、保護者、教職員、中学校については町長と私が参加し、30

分程度の式を挙行しました。その後のホームルームで町長と私がそれぞれお

祝いの挨拶をさせていただきました。 

小学校についても、参加者はほぼ同様でしたが、ＰＴＡ会長にご参加いた

だきました。その後、３人でそれぞれ教室に行ってお祝いの挨拶をさせてい

ただきました。 

こちらについては、２月 28日に臨時の校長会を開催して協議し、決定いた

しました。なお、学校に関することですから、校長の権限で決められるわけ

ですが、そうは言ってもこのような緊急事態ですので、小中学校とも足並み

を揃えようということで協議をさせていただきました。 

本町の対応については、３月９日からの臨時休業ということで、マスコミ

からたくさんの取材がありましたが、その後、琴浦町も９日から臨時休業と

表明されましたし、北栄町は 16日まで臨時休業とし、その後は改めて協議さ

れるということでした。 

今回は新型コロナウイルス感染予防対策の臨時休業ということで 24 日ま

でで一旦、線を引かしていただいて、25日からの春休みの対応については、

今後、状況を見ながら校長先生と部活動の再開ですとか、協議をさせていた

だこうと思います。 

修学旅行については小中学校ともに延期とし、中学校は８月末、小学校は

９月の初旬だったでしょうか、そのあたりに広島と東京に行くということで

宿舎の確保をしています。ただ、中学校の航空券の手配については、予約期

間の関係がありますので、もう少し後ということになります。 

入学式については、現時点で通常どおりの挙行を考えておりますが、状況

によっては縮小して挙行することで、学校長とも確認をしているところです。 

学童クラブについては、３月９日から臨時休業の対応を行っております。 

このうち、三朝西学童クラブは通常の夏休みですと 60 名くらいの利用数

がありますが、この度の臨時休業では感染対策を考慮されてか 30 名程度の

利用に留まっており、心配するほどの状況ではないということです。 

ちなみに最近の状況を口頭でありますが、お知らせしますと、米子市では

教育委員会から各中学校長あてに 13 日から部活動を週１、２日程度は実施

して良いという文書が発出されたようです。なお、施設の利用人員が過度に

ならないよう調整しながら実施されるということです。 

  また、三朝中学校の校長からは、部活動までとは言いませんが、臨時休業

中の自主練のため、体育館や校庭の利用を認めていただけないかという相談

がありました。私としては、県内に感染者が発生した場合は、当然、禁止と

なりますが、現在の状況ですと、生徒の自主的な活動ですので認めてあげて
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も良いのではないかと思います。 

教育委員の皆さんから何かご意見があればお聞きして、次の校長会で協議

させていただこうと思いますが、いかがでしょうか。 

 教育委員  あくまで部活動としてではなくて、自主練習という扱いということですね。 

 教育長  はい。そうです。あくまで臨時休業ですから、部活動という形にはならな

いと思います。春休みになれば状況を見ながら部活動の再開というお話もで

きると思います。 

 今朝のマスコミでも、美作市では臨時休業していないと報道されたり、真

庭市、鏡野町は学校再開というニュースも出ていました。そうなると世間で

はうちの学校はどうなるのかという声も上がってきますから、柔軟に対応す

べきではないかなという考えもあります。 

 教育委員  それは何らかの方法で周知されるのですか。 

 教育長  この後の校長会で協議させていただき、学校からまちこみメールでお知ら

せしようと思います。 

 ただ、心配なのは、臨時休業がいつまで続くのか、春休み中も同様の対応

を取らなければならないのかという声は気になるところですが。 

 もう一つ、県教委からの発出文書に法定で６月末までに児童生徒の健康診

断を実施しなさいと定められており、４月中には小中学校とも実施していま

したが、６月１日以降に実施しなさいとお達しがありました。ですが、もし

感染状況が好転した場合、大山登山のことがありますので、健康に不安があ

る児童生徒は、近隣の医療機関等で個別に診察を受けさせるなどの柔軟な対

応をしていく必要があります。他にもトライワークや少年自然の家の宿泊体

験もありますし。 

 教育委員  トライワークは５月でしたか。 

 教育長  連休明けに修学旅行、大山登山、トライワークが各学年の特別活動として

実施しています。以前、トライワークは２月頃のときもありましたが。 

  もっとも、何をもって再開の基準とするのか判断に迷うところでもありま

すが、先般の教育長会議でも県教委の意向で感染予防対策についての協議を

行いましたが、再開にあたり県が一定の基準を示していただかないと市町村

の足並みが揃わないという意見もございました。 

   私からもう一つ、心配なのは、中学生のフランス訪問と台湾訪問のことが

あります。今、ヨーロッパではイタリアを中心としたウイルス感染が拡大し

ており、ラマルー・レ・バン町のあたりもどうなるのか分かりませんし、入

国自体が出来るのかどうか、出入国が出来ないとなると、今年に限ってはイ

レギュラーがあるかもしれません。中止ということも視野に入れる必要があ

りますし、来年度、ラマルー・レ・バン町とは姉妹都市締結 30周年記念とし

て町民から参加者を募って訪問団を結成して訪仏するような企画もあります

が、これもどうなるのか分かりません。 

 もう一つ、台湾の石岡中学の校長先生が花湯まつりのジンショを拝見した

いということで、ご案内をいたしましたが、訪日できないという連絡があり

ましたし、ジンショも実施するのかどうか協議をされているということも聞

いております。そうなると御幸行列の三朝大回りも４月に予定されています

が人集めが難しいかもしれません。また、文化ホールのコンサートも延期と

なったようですし。 

  その他、ご質問なり、ご意見はございますでしょうか。 

 各教育委員 （意見等なし） 

    それでは協議事項は以上とさせていただきます。 
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７ その他  

 教育長 ７のその他に移りますが、皆さんから何かございますか。 

また、事務局からは何かございますか。 

各教育委員 （意見等なし） 

 教育長   そうしますと、次回の定例会は、３月 26日木曜日の午後１時 30分からで

すので、よろしくお願いします。 

   

８ 閉会    

教育長  それでは、以上を持ちまして、第１回三朝町教育委員会臨時会を終了させてい

ただきます。 

  

 午後２時 12分 

  
 


